
第8号様式 (青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第6条関例

番     号

令和3年  5月  6日

青森県知事 二村 申吾 殿

届出者 住所 青森県三戸郡南部町大字斗賀字

上町焼43-6

特定非営利活動法人 三本

就労継続支援AttB型 フレ

氏名 理事長 林 悦子

障害福祉サービス事業等変更届出書

障害福祉サービス事業等について届出をした事項を変更したので、障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第3項の規定により、下記のとおり届け

出ます。

記

1 事業の種類及び内容

就労継続支援A型・B型

2 変更事項

令和3年度報酬改定対象加算について

3 変更の理由

令和3年度報酬改定対象加算適用を可能とするため

4 変更年月日

令和3年 4月 1日

5 その他参考事項

注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。



(様式第 2号 )

日 指定障害櫂祉サービス事業者
□指定障害者支援施設      指定内容変更届鯉書
目指定一般オロ談支援事業者

青森県知事  殿                            令和  3 年  5 月 6 睡
三オ寸 囀吾                     住 所 青森県三戸君『繭部町大字斗賀字上町焼43,6

事業者 (設置者) 名 称 特定非営澪」;舌動法人 三本の本
代表者職氏名 理事長 林 悦子

次のとおり指定を受けた内容 |こ 変更があつたので、障害者の日常生活及び社会生,舌 を総合自句:こ 支援するための法
律第46条第 1項 。第46条第3項・第51条の25第 1項の規定にょり届け出ます。

備考 1 該当する事項にチェックマークを記入してくださもヽ。
2 変更の内容が確認できる書類を添付してください。

なお、当該変更が利用者の定員の増加に伴うものである
場合は、従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
を併せて添付 してください。

3 変更後、 10園 以内 |こ 届出してくださιゝ。

障害福祉サービス等事業所番号 Oi 2 112 010111~意

指定的容を変更 した事業所 (施設 )

各称
特定非営利;舌動法人 二本の本
就労継続支援A型 。B型 フレンド

所在地 青森県三戸郡南部町大字斗賀字上町焼(3-6

E―翻ail

アドレス
S笙1」:L:菫L:112L」 :」 1」_£」:」〔重glla上」=上Ω皿

サービスの種類

ノ,ゞ つ 変 の

1

2 (施

3

4 (設置者 )

5 (設置者)の代表者氏名、生年月日、住所又は職名
6 しくはその登記事項証明書又は条例等

□ 7

(当該指定に係る事業に関するものに限る。)

提供する障害福祉サービスの種類 (重度障害者等包括支
就労定着支援・自立生活援助・障害者支援支援施設関係)

□ 8 第二者に委託することにより提供する障害福祉サービ
スの種類又は第二者の事業所の名称若しく|よ所在地

事業所 (施設)の平面図又は設備の概要
事業所

…
(施設J‐5管理::iめ

‐
氏名i‐ 互年月百i‐ 程所又

‐
ば

□ 9

□10

□ 11 事業所のサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所
は経歴

□ 12 事業所
‐
て
‐
施設,‐5丁二蓄建 理艶 著痢 i:名

日、住所又は経歴
月

□ 13 め相談豊穣軍Fi貰め
‐
iettf‐ 生年月百[‐ 種所又i」

1 4 主たる

1 5

16 の算定に係る体制等状況一覧表 (様式第
5号別紙 1)

□ 17

□ 18

(併設型 。空床型の

る利用者の推定数又
定員 (短期入所関係)

の種別
におけ

.別 )(短期入所
は空床型にお

関係)

ける当
該施設の入 所

□ 19 協力医療機関の名称若しく|ま診療科名又は当該協力医
療機関との契約の内容

[コ 20 他の障害福祉サ ー ビス 事業者等との連携体制又 |ま支援
の概要 (共 同生活援助関係)

21

(変更前)

基本報酬

(変更後)

令和3年度報酬改定対象加算適用

変更年月 日 (介護給付費等 の算定 に係る体制等の変更の場合は 、 適用年月 日 ) 令和  3 年 4 月 1 日

担当者名 :林 悦子

連絡先 TEL:0178-60-5860
FAX:  0178-60-5861

及

ず記載 )

先

してください(必

こ の 届 出に関する担当者

届 |こ して を要する の連絡先

(及び電話番号・FAX番号)

′



2-

就労継続支援A理事業所 |こ おけるスコア表 (実績 |～ IV)

前年度 (令和1年度)に おける実績 (全堡羞上【」D_`螢 i23週度五■_`≧豊重目_E」お1■F_回藤規則等で定めており、前年度の実績がある|′識Rした場合に実鰭を記載)

る制度

名 うち1 は雇用継続期間が 6月 している

るヽ

日

つ

月   日

制度の活用内容

就業時間

職務内容

件

に る

(※ )当 該制度等を活用した任意の 1名 の実績を記載

ること

した

名

し □
□

日～取得 し

取得 日

月  日

日  時間

し

分

分

:時
:時

: 月 月

(早出の場合 )

(遅出の場合 )

(短時間): 時 分～ 時 分

した人数レックスタイム制を活用 名

月 日した期間 :

分分 ～ 時(コ アタイム ) 時

月 日

名

日: 月

(在宅勤務):
日～ 月

時 分～ 時  分

1 月 日～ 月 日

時 分～ 時 分

:を 取得

15,986

|

雇用契約を締結していた全ての利
|

用者における延べ労働時間
   |

雇用契約を締結 していた延
べ利用者教

3596 利用者の 1日 の平
均労働時間数

人

利用者に支払った賃金
総額

10,734‐ 120 収支 211,801

利用者 |=支 払った賃金
総議

12.34`184 収 更 董 1,339,154

生産活動収入から経費
を除いた額

10.945.921

生産活動岬 から経費
を除いた諏

110霊.()30

会計期間 ( 4月 ～ 3月 )

々

円 円 円

隅 闊 円

前年 度 (0年度 )に お け る 実 績 (全四 菫LttL」 盪血 上」_の各項 目の取組ありとした場合に業鰭を静動

外部 3回 /内部

10

2回

8人
4人

tヽ い て

て い

月 日

1

月  3日

回

トチーム勉強会南部町人口

実習を受け入れている

日

実施 日/

4

している

月  日    人

:商談会等名 南部町特産品の販売について
主催者名

日時

内容

し

年 月

名

一名

一

８

一
８

一

ターは「障害者ヒ・ア琳
・―卜研修」

日～ 月

―を配置 しているピア

して るヽ

月

福祉サービス第二者評価 . い る

.日 か 3 マ

月

ポーターの

{※)実績のうち 1事例を記載

に基づι ②研修、

につtヽ

必要 に応 じて行を増やす等 .

(1)労働時間

■■‐■ ■■ :ol'(II) 饉 崖 漬 動

:   時 分～ 時 分

月   日 日



NPO法人三本の木

青森県三戸郡南部町大字斗賀字上町焼43-6

0178-60-5860

令/tρ 、ォ年  よ 月 「
¬
=爾=〒=■

~¬

_ 浄   日

Fの平均労働睛間が 6晴闊以上 ア時間未満

(‖ )生産活動

年度及び前々年度の各年度における生産活動収支が
でれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上

就業規則等で定めている

就業規則等で定めており、前年度の実績がある

就労継続支援A型事業所 :こ あ:するス轟y表 (全体》

事業所番号 211200167

管理者名 関 則雄

対象年度 令和 2年度

参加した職員が ]人 以上半数未満であった

参加した職員が半数以上であった

(V)地域連携活動

地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開
での生産活動等地域社会と連携した活動を行い
ターネット等により公表している

発、企業や官公庁等
、その結果をイン ○ 10

占

項 目 点数

労働時間

生産活動

多様な働き方

支援力向上

地域連携活動

点

一
点

一
点

．
点

点

55点  70点  80点

占
〔

点

点

4()

20

15

25

10

110
重_ /200点

(|)労働時間

①l日 の平均労働時間が7時間以上

40

占

③l日 の平均労働時間が5時間以上6時間未満

④l日 の平均労働時間が4時間30分以上5時間未満

⑤l日 の平均労働時間が4時間以上4時間30分未満 ○

⑥l日 の平均労働時間が3時間以上4時間未満

⑦l日 の平均労働時間が2時間以上3時間未満

③l日 の平均労働時間が2時間未満

《Ⅳ) 支援力向上 (※ )

◎

25

点

◎

1回の場合

2回以上の場合

◎

いずれか一方のみの取組を行つている

いずれの取組も行っている

○

◎

1回の場合

2回以上の場合

○

◎

人事評価結果に基づき定期に昇給を判定する
制度を設け、全ての職員に周知している 〇

ピアサポーターを職員として配置している

過去 3年以内の福祉サービス第二者評価を
受審しており、結果を公表している。

都道府県知事が適当と認める国際標準化規格が定めた
規格その他これに準ずるものの認証を受けている

小計 (注2)

②前年度及び前々年度における生産活動収支のうち前年度に
おける生産活動収支のみが利用者に支払う賃金の総額以上

③前年度及び前々年度における生産活動収支のうち前々年度

おける生産活動収支のみが利用者に支払う賃金の総額以上

に ○

④前年度及び前々年度の各年度における生産活動収
いずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以

支が
上

2(〕

占

(競 :)多様な働き方 (※ )

◎ ①重遅Ll」豊1各ILL得、_」気この亘生栓動量に関する制度

15

占

就業規則等で定めている

就業規則等で定めており、前年度の実績がある

②型重理製国幽邑と上【登凪iる_制度

就業規則等で定めている

就業規則等で定めており、前年度の実績がある

③在皇勤菫L係る童働奎豊Åび』長務規律

④2上りZを生2■△劉」こ係る労働条件

就業規則等で定めている

就業規則等で定めており、前年度の実績がある

◎ ③猛醒鰹躍醒盤」臣登瑳働条件

就業規則等で定めている

就業規則等で定めており、前年度の実績がある

○

◎ Ω騒≧L菫幽臓二量登重盤盤|

就業規則等で定めている

就業規則等で定めており、前年度の実績がある

○

◎ Ω童絵塗盤⊇監置菫位菫釜又旦量画的付与制度

就業規則等で定めてしヽる

就業規則等で定めており、前年度の実績がある

○

◎ ◎雛盤盤艶塑醒上置盤鐘 重

就業規則等で定めている

就業規則等で定めており 前年度の実績がある

○

小計 〈菫1)

事業所名

住  所

電話番号

合計

○

○

○

20点  30点

占
〔



令禾日  3  年  5  月 6  日

就労継続支援 A理事業所 (こ あ↓する地域連携活動実施球犬況報缶書

事業所名 NPO法人三本の木

住 所 青森県三戸郡南部町大字斗賀字上町焼43-6

電話番号 ③178‐ 60-586C)

<活動内容 >
南部町健康増進公社バーデパーク売店において、令和

2年 7月から、焼き菓子を常時委託販売を行つている。

6名の利用者と3名の職員でフルーツケーキ、クッキー、

スコーン、パイ、ジャム等を生産している。

<成果 >
販路拡大により、収入増が得られたほか、多様な作業に

取り組むことにより、利用者の作業技術・知識の向上に

つながつてしヽる。今後は月ごとの新商品の開発が課題と

なる。

事業所番号 21120016フ

管理者名 関 員」雄

対象年度 令和2年度

・加工作業中の様子 写真

。バーデの商品陳列の様子 写真

・新商品の写真

ガ トーショコラ、チーズケーキ、□―ルケーキ

<活動の様子>

<目的>
地域連携活動のねらいとして、販売店舗を拡大し、売上

増を目指す。地域においても、健康的な食品のニーズが

高まり、広く周知されれば、金額的メリットにとどまら

ず、地域活性まで見込める。

見または評価

令和2年4月新型コロナの影響を受け、利用客減少を余儀なくされた。集客および売上増を図る対策とし

て、地元企業と連携し、南部町の特産品をはじめ、多様な商品を取り入れ、売店を充実させることに取り組

み、令和2年7月 からNPO法 人三本の本と連携している。常時、売店に並ぶ焼き菓子の他に、季節ごとのイ
ベン ト (ク リスマス・バレンタインデー等)には、行事にち怠んだケーキの開発を依頼し売上を作つてお

り、双方にとリメリットがあると思われる。今後も、月ごとのイベント販売を強化し、連携していく。

連携先企業名 南部町健康増進公社 バーデパーク 担当者名 営業課 庭田 理恵

様式 1



(様式第 5号別紙 1)

【就労継続支援 A型】

事 業 所 名 『 特定非 営利 活動法 人三本 の本就労継続 支援 A型・ B型 フ レン ド 』

作成 目 i令和  3  年   5  月  6 日

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
■̂ 変 更のあ った加算等のセルには色を付けています。

(一覧表作成者名 :関 則雄

(令和3年4月 以降の様式 )

一覧表作成者速薔先電話番号 :0173-60-5860    )
事業所番号等 定員数

(人 )

定員規模 多機能型

定員区分 (※ 1)

人員配置区分

(※ 2)

適用開始 日

R341

区分 (※ 8)

定員超過減算

該当する体制等

地域区分 :20.そ の他 (※ 青森県は「その他」地域です。 )

□ 1_評価点が170点以上の場合

□ 2.評価点が150点以上170点未満の場合

□ 3_評価点が130点以上150点未満の場合

日 4評価点が105点以上i30点未満の場合

□ 5評価点が80点以上105点未満の場合

□ 6.評価点が60点以上80点未満の場合

□ 7評価点が60点未満の場合

&な し (経過措置対象)

1な し 2あ り

欠如減算 1な し 2.あ り

ビス管理責任者欠如減算

自己評価結果等未公表減算

3Ⅱ 4皿 51

1な し

1な し

2あ り

2あ り

1な し 2あ り →

視覚・聴覚等支援体制 1な し 2あ り

重度者支援体制 1な し 2.I 3Ⅱ

就労移行支援体制 1な し 2あ り

(就労定着者数 ) 就労定着者数   ( 0 )
向上達成指導員配置 1_な し 2_あ り

1な し 瀬 31 412あ り →

1な し 2.あ り

社会生活支援 1な し 2あ り

就労継続 A型利用者負担減免 日 1な し □ 2減額 {

減免開始日～終了日 (

円)□ 3免除

)

4trmr+{*fi itff itgrofi ff & (x4) 日 1な し 2あ り → { □ {I)・  □ {Ⅱ ) )
lな し 2あ り介護職員処遇改善加算対象

キ ャ リアパス 区分 {※ 3)

図 lⅢ

□ 2V
□ 3_Ⅳ

□ 4Ⅳ

□ 5Ⅱ

(キ ャリアパス要件 (I又 はII)及び職場環境等要件のいずれも満たす)

|キ ャリアパス要件及び職場珊 |■等要件のいずれも満たさない)

(キ ャ リアパ ス 要 件 を 満 た さな い )

(職 場 II買境 等 要 件 を 満 た さな い )

(キ ャリアパス要件 (I及 び■)並′卜に職:1,環 境等要件のいずれも満たす)

(キ ャリアバス要件 (I、 Π及び■)'Fび に職場環境等要件のいずれも満たす)
61

介護職員処遇改善特別加算対象 1な し 2あ り

理者制度適用区分 1非該当 2該当

(    02:1200167    )

図 多機能型

□ 単独型

20 21人以上40人 以下

41人 以上60人 以下

61人以上80人 以下

81人 以上

20人以下

※多機能型等の場合は、実
する複数のサービスの利

用定員の合計数の規模に
チェックを。

団 1

□ 2

[]3

□ 4

□ 5

日 1.21人以上40人以下

□ 2.41人以上60人以下

□ 3 61人以上80人以下

□ 4.81人 以上

□ 5.20人以下

※多機能型の うち、就労
継続支援 A型の利用定員
の規模にチェックを。

I型 (75:1)

]型 {1011)

[ヱ11

□ 2

地域生活支援拠点等 1非該当 2該当



(様式第5号別紙1)

【就労継続支援 B型 ]

事 業 所 名 『 特定非営利活動法人 三本の本 就労継続支援A型・3型 フレン ド 』

作成 []1令 和  3  年   5  月  6 日

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
∴ 変更のあった加算等のセルには色を付 |十 ています_

(一覧表作成者名 :関 則雄

(令和3年 4月 以降の様式)

一覧表作成者凛路先電話番号 :0178-60-5860    )
事業所番号等 定員数

(人 )

定員規模 多機能型

定員区分 (※ 1)

人員配置区分

(※ 2)

該当する体制等

地域区分 :20 その他 (※ 青森県は「その他」地域です。)

適用開始 日

平均工賃月額 区分 ('8)

定員超過減算
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iOな し (生産活動等への支援実施対象)

1な し 2あ り

1な し 2あ り

一ビス管理責任者欠如減算 1な し 2あ り

専門職員配置等 311 4Ⅲ 511な し 2あ り

聴覚等支援体制 1な し 2あ り

1な し 21 3Ⅱ

1な し 2あ り

就労移行支援体制 (就労定着者数) (0〉
目標工賃達成指導員配置 1な し 2.あ り

送迎体制 1な し 31 4Ⅱ2あ り →

1な し 2あ り

1な し    □ 2あ り

介護雅員等特定処理改薔加筆納 メ 4) 1な し 2あ り → ( 輛 (1)・ □ (Ⅱ ) )
1な し 2あ り

キャリアパス区分 {※ 3)

団 lⅢ

□ 2V

E13Ⅳ

□ 4Ⅳ

□ 5.Ⅱ

(キ ャリアパス要件 (1又 は■)●び職場環境等要f牛のいずれも満たす)

(キ ャリアパス要件及び職場冒境等要件のいずれも満たさない)

(キ ャ リアパ ス 要 件 を 満 た さな もヽ )

{職場環境等要件を満たさない)

(キ ャリアパス要件 (I及びΠ)並かに職場環境等要件のいずれも満たす)

(キ ャリアパス要件 (I. n及 びm)・
“
びに職場環

'(〕

等要件のいずれも満たす)
61

介護職員処遇改善特別加算対象 1な し 2あ り

管理者制度適用区分 1.非該当 2該当

ピアサポート実施加算

事業所番号

(  0211200167

日施設での昼間実施
ロ

サービス

日多機能型

□単独型

2 0 21人以上40人 以下

41人 以上60人以下

61人 以上80人 以下

81人 以上

20人以下

※多機能型等の場合は、実
る複数のサービスの利

定員の合計数の規模に
ェックを。

団 1

□ 2

□ 3

□ 4

□ 5

21人以上40人 以下

41人以上60人以下

61人以上80人以下

81人以上

20人以下

※多機能型のうち、就労
B型の利用定員
ェックを。

図 1

□ 2

□ 3

□ 4

□ 5

I型 に 5:1)

Ⅱ型 (10:1)

日 1

□ 2

1_な し

1非該当

2あ り

2該当



事業所名 麟麗狸留質踏為遍夢み李

サービス費区分
就労継続支援B型サービス費(I) 2.就労継続支援B型サービス費(Ⅱ )

4,就労継続支援8型サービス費(Ⅳ )3.就労継続支援B型サービス員 (Щ )

定員区分
tり 21人以上40人以下
2 41人以上60人以下
3 61人以上80人以下

4 81人 以上
5 20人以下

サ
|

ビ
ス

費

I

I

平均工賃
月額区分

1

2

3

4

4万 5千円以上

3万5千円以上4万5千円未満

3万 円以上3万5千円未満

2万5千 円以上3万円未満

2万円以上2万 5千円未満

6 1万 5千円以上2万円未満

7 1万円以上1万5千円未満

8 1万円未満

9 なし(経過措置対象)

工賃支払
対象者数

支払工賃
額の状況

平均工賃月額①
(工■蛇輌+=払対象●〉

20.o 4 6 円

工賃実績の年度を下記から選択し、○
1.平成30年度  2,令和元年度

してください。
令和2年度

重風障害者支援体制加算
(1)を算定している場合

く①+2000円 )

円

月 10 11

工費総願(円 ) 2″ ι″.2′7′
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ビアサポーターの配置 有

ユο2/年

`月

/θ 日

就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書

注1 就労1睦続支援B型サービス費 (!)又 は就労継続支援 B型サービス費 (ll)を算定する場合は、平均工賃
月額区分及び前年度の工賃支払対象者敗 支ヽ払工賃額の状況を記繊することu

熾2 重度者支援体制加算 (I)を算定している場合は、平均工賃月額に2千円を加える。
注3 平均工賃月額区分「なし (経過措置対象)」 |よ 、指定を受けてから1年間を経過していない事業所が選択

する.

注4 職労継続支援B型サービス費 (‖1)又は就労継続支援 B型サービス費 (IV)を 算定する場合は、ビアサポ
ーターの配置の有無を記繊すること口なお、ビアサポーターを配置している場合は、別添 rビ アサポーター
等の配置に関する届出書」を提出すること。

注5 令和 3年度における就労継続支援 B型サービス費 (l)及び (11)の算定に係る平均工賃月額の算定に当
たっては、新型コロナウイルス醸集症の影響を踏まえ、平成 30年度、令和元年度及び令和 2年度の実績の
いづれかを用いることが可能。
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注 1

注 2
注 3

ュθ′/年

`月

/θ 日

就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書

厚生労働大臣が定める事項及び評価方法 (令和 3年厚生労働省告示第38号)に基づき岬価点を算出すること。
なお、別添「就労継続支援A型事業所におけるスコア表 (全体)」 も併せて提出すること。

解価点区分「なし (経過措置対象)」 {ま 、指定を受けてから1年度間を経過していない事業所が選択する。
評価点の公豪については、インターネットを利用した公表方法の場合は、公表場所と当霰公表場所のURL等を、

その他の方法による場合は、その公表方法を記賊することロ
なお、公表していない場合は、減算となるので留意すること。

事業所名 特定非営利活動法人三 本 の 木
就労継続支援A型 ,B型 フレンド

人員配置区分 ① I型 (7.5:1) 2. Ii型 (10:1)

定員区分

C)21人以上40人 以下
2 41人以上60人以下
3 61人以上80人 以下
4 81人以上

5 20人以下

評価点区分

1

2

3

評価点が170点以上

評価点が150点以上170点未満
評価点が130点以上150点未満
評価点が105点以上130点未満
評価点が30点 以上105点未満
評価点が60点以上80点未満
評価点が60点未満

なし(経過措置対象)

5

6

7

8

評価点の公表
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